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※お問い合わせの「Ｇ」は「グループ」を表します。

　

境
特
別
支
援
学
校
で
は
、
地
域
の

方
へ
の
特
別
支
援
学
校
や
特
別
支
援

教
育
に
つ
い
て
の
理
解
啓
発
を
推
進

す
る
た
め
に
一
般
の
方
や
関
係
機
関

の
方
を
対
象
と
し
た
学
校
公
開
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

○
期
日　
11
月
11
日
㈪
～
15
日
㈮

　

※
13
日
県
民
の
日
を
除
く

　

午
前
9
時
15
分
～
12
時
20
分

○
会
場

　
茨
城
県
立
境
特
別
支
援
学
校

　

裁
判
所
の
調
停
委
員
に
よ
る
調
停

相
談
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
身
の
回

り
の
こ
と
で
お
困
り
の
方
は
ご
利
用

く
だ
さ
い
。
相
談
は
無
料
で
、
秘
密

は
厳
守
し
ま
す
。

○
日
時　
11
月
17
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
3
時

※
予
約
な
し
で
、
先
着
順
に
相
談
で

　

き
ま
す
。

○
場
所　
下
妻
市
立
下
妻
公
民
館

○
相
談
内
容　

　

夫
婦
関
係
・
親
子
関
係

　

相
続
関
係
・
扶
養
関
係

　

金
銭
関
係
・
土
地
関
係

　

交
通
事
故
関
係
等

町
税
等
夜
間
・
休
日
収
納

窓
口
の
開
設
に
つ
い
て

全
国
一
斉
「
女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
強
化
週
間

「
多
重
債
務
者
の
た
め
の
無
料

法
律
相
談
会
」
を
開
催
し
ま
す

個
人
事
業
税
第
２
期
分
の

納
付
に
つ
い
て

境
特
別
支
援
学
校
学
校
公

開
の
ご
案
内　

調
停
相
談
会
の
開
催
に

つ
い
て

○
内
容

　

小
学
部
、
中
学
部
、
高
等
部
の
授

業
公
開

※
全
ク
ラ
ス
公
開
予
定
で
す
。
ご
自

　

由
に
参
観
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
申
し
込
み

　

事
前
に
電
話
か
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
県
立
境
特
別
支
援
学
校

　

☎
（87）
８
２
３
１

　

FAX 

（87）
５
６
１
３　

　

(

町
民
税
務
課)

　

平
日
の
日
中
、
お
仕
事
等
で
町
税

等
の
納
付
が
で
き
な
い
方
や
納
税
相

談
へ
お
越
し
に
な
れ
な
い
方
の
た
め

に
、
次
の
と
お
り
町
税
等
の
収
納
窓

口
を
開
設
し
ま
す
の
で
、
是
非
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

●
夜
間
収
納
窓
口

　

開
設
日　

11
月
29
日
㈮

　

午
後
５
時
15
分
～
午
後
７
時

●
休
日
納
付
相
談
及
び
休
日
納
付　

　
窓
口

　

開
設
日　

12
月
１
日
㈰

　

午
前
９
時
～
午
後
５
時

上下水道料金
下水道

受益者負担金

上下水道課
(川妻浄水場)

水　道G
下水道G

☎(84)3000

学校給食費

教育委員会
(公民館)

学校教育G

☎(84)1462

保育料

健康福祉課
(役場)

社会福祉G

☎(84)0006

介護保険料

健康福祉課
(役場)

高齢者支援G

☎(84)0006

町  税  等

町民税務課
(役場)

税　　務G

☎(84)1966

対象税等

担当課
(開設場所)

担　　当
グループ

電　　話

　

水
戸
地
方
法
務
局
及
び
茨
城
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会
は
、
平
成
12
年

度
か
ら
悩
み
を
持
っ
た
女
性
が
気
軽

に
相
談
で
き
る
専
用
の
電
話
相
談
窓

口
を
設
け
ま
し
た
。
そ
れ
が
「
女
性

の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
」
で
す
。

　

職
場
に
お
け
る
男
女
差
別
や
セ
ク

ハ
ラ
、
夫
・
パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴

力
や
ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
の
女
性
に
対

す
る
あ
ら
ゆ
る
人
権
侵
害
に
つ
い

て
、
お
気
軽
に 

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

秘
密
は
厳
守
い
た
し
ま
す
。

○
期
間　
11
月
18
日
㈪
～
24
日
㈰

○
時
間　
午
前
8
時
30
分
～
午
後
7
時

　

た
だ
し
、
土
曜
日
・
日
曜
日
は
、

　

午
前
10
時
～
午
後
5
時

☎
０
５
７
０
（
０
７
０
）
８
１
０

　
（
全
国
共
通
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

○
相
談
員　

　

人
権
擁
護
委
員
・
法
務
局
職
員

○
お
問
い
合
わ
せ

　

水
戸
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課　

☎
０
２
９
（
２
２
７
）
９
９
１
９

　

借
金
の
返
済
で
お
困
り
の
方
を
対

象
に
無
料
法
律
相
談
会
を
開
催
し
ま

す
。
相
談
は
無
料
で
す
の
で
是
非
ご

相
談
く
だ
さ
い
。
弁
護
士
、
司
法
書

士
、
消
費
生
活
相
談
員
が
相
談
に
応

じ
ま
す
。（
秘
密
厳
守
）

　

ま
た
、
各
会
場
で
「
心
の
健
康
相

談
」
も
併
せ
て
実
施
し
ま
す
の
で
、

希
望
さ
れ
る
方
は
お
気
軽
に
お
申
し

付
け
く
だ
さ
い
。

　

各
会
場
の
日
程
は
別
表
の
と
お
り

で
す
。

○
時
間　
各
会
場
と
も

　

午
後
１
時
～
午
後
４
時
30
分

○
対
象　
多
重
債
務
者
（
借
金
の
返

　

済
に
お
困
り
の
方
）

○
定
員　
各
会
場
10
名

○
事
前
申
込
受
付

　

各
会
場
開
催
日
の
前
日
ま
で
の

　

平
日　

午
前
８
時
30
分
～

　

午
後
５
時
15
分

※
事
前
予
約
制　

定
員
に
な
り
次
第
締
切
り

○
お
申
し
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ

　

茨
城
県
生
活
文
化
課

　
☎
０
２
９
（
３
０
１
）
２
８
２
９

11月10日（日） 茨城県水戸合同庁舎

11月11日（月） 茨城県土浦合同庁舎
第一分庁舎

11月12日（火） 古河市三和庁舎

11月13日（水） つくば市豊里地域交流
センター

11月14日（木） 神栖市保健福祉会館
11月15日（金） 日立シビックセンター
11月16日（土） 茨城県水戸合同庁舎

　

個
人
で
事
業
を
行
っ
て
い
る
方

は
、
一
定
の
所
得
を
超
え
た
場
合

に
、
個
人
事
業
税
が
課
税
さ
れ
ま

す
。

　

第
２
期
分
の
納
付
書
を
11
月
中
旬

に
送
付
し
ま
す
の
で
、
12
月
２
日
㈪

の
納
期
限
ま
で
に
必
ず
納
付
願
い
ま

す
。

　

ま
た
、
納
税
に
便
利
な
口
座
振
替

制
度
も
あ
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

 

（
課
税
の
詳
細
）

　

茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所
境
支
所

　

☎
（87）
１
１
２
０

 

（
口
座
振
替
）

　

茨
城
県
筑
西
県
税
事
務
所
総
務
課

　

管
理
担
当

　

☎
０
２
９
９

（24）
９
１
８
４




